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平成２５年度町長施政方針 

 

 本議会に提案しております平成２５年度一般会計及び特別会

計の各予算をはじめ，関係諸議案の審議をお願いするに当たり，

私の所信の一端と予算編成の基本的事項を申し述べ，議員各位並

びに町民の皆様のご理解を得たいと存じます。 

 私は，町民の皆様から町政を託されて１０年目となりますが，

この間，議会の皆様，町民の皆様のご指導とご協力をいただき，

町の実情にあった町民目線の行政を推進してまいりました。 

 これまでも，本町の地域性を活かし，安全・安心で子育てしや

すく，住んでよかったと思えるまちづくりを進めてまいりました

が，引き続き，住民の福祉の向上と町の発展に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。 

さて，平成２３年度にスタートいたしました「第４次海田町総

合計画」も３年目を迎え，引き続き，皆様に見える形で総合計画

の基本構想に掲げる都市像「ひと輝く・四季彩のまち かいた」

の実現に向け，推進してまいりたいと考えております。 

次に，本町を取り巻く諸情勢について申し上げます。 

まず，経済情勢でございますが，東日本大震災の深刻な打撃か
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ら立て直しが図られる中，輸出環境の改善や経済対策の効果など

を背景に，景気回復へ向かうことが期待されています。しかしな

がら，海外の景気の状況によっては，国内の景気を押し下げるこ

ととなり，先行き不透明な状況となっています。 

次に，平成２５年度の地方財政の状況でございますが，地方に

交付される地方交付税の総額については，６年ぶりに前年度を下

回るものの，地方税や地方譲与税等の増により，一般財源総額に

ついては，平成２４年度と同水準を確保されています。 

 続いて，本町の財政状況についてでございます。 

歳入においては，町たばこ税の増が見込まれるものの，景気の

低迷により，個人町民税，法人町民税ともに減が見込まれ，町税

全体でも大幅な減を見込んでおります。 

一方，歳出においては，平成２４年度にあった退職手当のため

の特別調整負担金の減額や，海田西中学校整備事業債の償還終了

に伴う公債費の減額があるものの，海田市駅南口土地区画整理事

業費の増額や，国民健康保険特別会計の収支不足を補てんする繰

出金が必要になると見込んでおります。 

 こうした中で，予算の編成に当たり事務事業評価を反映すると

ともに，一般行政経費のゼロシーリングの実施や，事務事業の見

直し，特定財源の確保に努め，限られた財源の中で，第４次海田
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町総合計画に掲げられた各種施策の推進に財源を重点的に配分

いたしました。 

 歳入歳出の見込みで，財源不足を生じましたので，財政調整基

金の取り崩しにより，不足分を補い，予算を編成いたしましたが，

衆議院の解散による政権交代に伴い，国の平成２５年度予算の概

算要求の見直しが行われ，地方財政計画の見えない中での予算編

成でございました。今後，国の予算の成立に伴い，方針や施策が

大きく変わる可能性がありますので，動向を注視し，柔軟かつ適

切に対応してまいりたいと考えております。 

次に，行財政運営につきましては，これまでの財政健全化の取

り組みにより，人件費の減や，町債残高の縮減など，一定の成果

をあげてきております。引き続き，身の丈にあった簡素で効率的

な行財政運営に努めてまいります。 

それでは，主な事業につきまして，総合計画に示された施策の

方向に沿ってご説明いたします。  
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第１点目は，「子どもがいきいきと育つまちをつくろう」でご

ざいます。 

 

 

「子育てしやすい環境の整備」につきましては，すべての子育

て家庭において，子どもを安心して産み育てることができるよう，

子育て支援サービスの充実に向けた取り組みを行ってまいりま

す。 

子どもを持つ家庭の育児不安の解消を図るため，ひまわりプラ

ザ，海田児童館，町民センターの３か所の子育て支援センターを

中心に子育て相談・親子教室，食育講座などを行い，親子で気軽

に集うことができる場づくりを引き続き行ってまいります。 

また，次代を担う子どもたちの健全な育成を願い，親子でふれ

あい，家族の絆を深めるためのイベント「ワッショイ！かいた」

の開催や３人乗り自転車の貸し出しを引き続き行ってまいりま

す。 

保育サービスにつきましては，保育所での延長保育，一時保育，

休日保育を行い，多様化する保育ニーズに対応してまいります。 

１ 子どもがいきいきと育つまちをつくろう 

子育てしやすい環境の整備 
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また，国・県で準備が進められている「子ども・子育て支援新

制度」については，円滑な施行ができるよう，今後保育ニーズの

把握に努め，適切に対応してまいります。 

また，保育所入所園児の感染症情報の集約に基づき，早期の予

防対策と感染拡大防止を引き続き行ってまいります。 

その他，保育所での未就園児に対する園庭開放や妊婦に対する

保育体験事業，会員同士により子育て援助を行うファミリーサポ

ートセンター，シルバー人材センターの託児支援やヘルパー派遣

事業などの子育て支援を行ってまいります。 

次に，子育て世帯への経済的な負担の軽減として，就学前まで

の入通院医療費の助成及び中学生までの入院医療費助成を引き

続き行ってまいります。 

また，新たに，平成２５年度から権限移譲により，未熟児の入

院に係る医療費を支給する未熟児養育医療費給付事業を実施し

てまいります。 

その他，子どもを対象とした各種手当の支給や，２人以上同時

に保育所に入所した場合の保育料の軽減などを引き続き行って

まいります。 

 

 



－ 6 － 

 

 

「子どもが健やかに育つ環境の整備」につきましては，引き続

き，児童クラブにおいて下校後に保護者などが家庭にいない小学

校低学年の児童を対象に基本的生活習慣，道徳性，社会性の育成

に努め，児童の健全育成を図ってまいります。 

受入れ児童が増加する海田南児童クラブにつきましては，新た

に海田南第２児童クラブを開設し，待機児童の解消を図るととも

に，適正な運営に努めてまいります。 

また，放課後子ども教室を通して，子どもの健やかな活動場所

をつくるとともに，住民の学習成果を地域へ還元する場として，

引き続き，放課後活動の支援を行ってまいります。 

特に配慮が必要な子どもや家庭につきましては，子育て支援ネ

ットワークの充実を図るとともに，児童虐待の早期発見や虐待事

案が生じた場合の児童の安全確認などを行うための体制整備を

行ってまいります。 

発達障がいなど障がいを持つ児童に対しても，それぞれ障がい

の状況に応じた適切な対応ができる体制づくりに努めてまいり

ます。 

ひとり親家庭に対しては，母子自立支援員による相談・指導体

子どもが健やかに育つ環境の整備 
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制の充実を引き続き図るとともに，経済的な支援も行ってまいり

ます。 

 

 

｢学校教育の充実｣につきましては，すべての児童生徒が調和の

とれた「生きる力」を育むことを目標に掲げ，小学校と中学校の

教職員が９年間を見通して児童生徒を育てるという視点に立っ

て，「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むとともに，

地域に開かれた信頼と特色のある学校づくりや教育環境の整

備・充実に取り組んでまいります。 

まず，「確かな学力」の育成のために，学力の確実な定着を目

指す学力向上総合対策事業を推進し，小中ともに研究を進めなが

ら，授業の充実を図ってまいります。 

「豊かな心」の育成のために，道徳の時間を要とし，道徳性を

育む体験活動や読書活動を充実させてまいります。また，児童生

徒が自己指導能力を身に付けることができるように，小中一貫し

た生徒指導体制を一層確立し，学校・家庭の約束の定着を図って

まいります。 

「健やかな体」の育成のために，課題を踏まえて体を動かす機

会を増やし，児童生徒の体力づくりや食育・健康教育の充実を目

学校教育の充実 
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指してまいります。 

 次に，子どもの安全・安心の確保につきましては，緊急情報等

メール配信サービスを活用し，情報発信をするとともに，学校安

全ボランティア活動を引き続き推進してまいります。 

学校施設においては，中長期整備計画に基づき，海田小学校特

別教室棟，海田西小学校本館・特別教室棟耐震補強設計を実施し

てまいります。  

 校区については，通学区域審議会の答申を受け，対応を検討し

てまいります。 

 

 

 

「心豊かでたくましい青少年の育成」につきましては，社会全

体で青少年の健全な育成を支援するため，家庭，地域，学校が一

体となり，相互の支援体制の強化や教育力の向上に努めるととも

に，人材・団体等の育成に取り組んでまいります。 

また，子どもの読書活動を高め，読書の習慣化や本を通した人

間形成を図るため，ボランティアによる本の読み聞かせや乳児の

保護者を対象としたブックスタート事業等を継続して実施する

とともに，図書館幼児児童コーナーにおいては，児童書・育児書

心豊かでたくましい青少年の育成 
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など蔵書の充実とふれあいの場としての利活用を行ってまいり

ます。 
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第２点目は，「だれもが尊重され活躍するまちをつくろう」で

ございます。 

 

 

「生涯学習の推進」につきましては，住民一人ひとりが生涯に

わたって学習し，生きがいのある充実した生活を送ることができ

るよう，社会変化に対応した多様な学習機会の確保に努め，学習

成果を地域社会に還元できる場を提供するとともに，海田東公民

館の耐震補強工事実施設計を実施し，住民の学習活動を支援して

まいります。  

 

 

 

「地域文化の継承と創造」につきましては，優れた芸術文化に

ふれる機会を提供し，住民の文化に関する知識及び教養の向上に

努めてまいります。 

また，旧千葉家住宅を中心とした町内の文化財の紹介や歴史資

料の調査研究に取り組むとともに，郷土の歴史に対する住民の関

２ だれもが尊重され活躍するまちをつくろう 

生涯学習の推進 

地域文化の継承と創造 



－ 11 － 

心を高め，その継承に取り組んでまいります。 

 

 

 

「スポーツのまち・海田づくり」につきましては，住民がさま

ざまなスポーツに親しみ，楽しく健康づくりができるよう，環境

の整備やスポーツの学習機会を増やしてまいります。 

また，学校等の身近な施設で，スポーツを楽しんでもらえるよ

う，学校開放事業を継続するとともに，スポーツ少年団等に属し

ていない子どもたちが，気軽にスポーツ・レクリエーションに親

しむことができる場を提供するため，毎月第３日曜日の「家庭の

日」において，「学校施設ふれあい事業」を行ってまいります。 

町内の各スポーツ団体については，団体相互の交流や，技術の

向上が図れるよう，引き続き，支援を行ってまいります。 

 

 

 

「人権尊重と人間性豊かな人づくり」につきましては，海田町

人権教育・人権啓発指針に基づき，花の栽培を通して命の大切さ

を考える人権の花運動，啓発映画の上映などを行い，人権を守り，

人権尊重と人間性豊かな人づくり 

スポーツのまち・海田づくり 
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大切にしていく明るく住み良いまちづくりに取り組んでまいり

ます。 

 

 

「男女共同参画社会の形成」につきましては，「海田町男女共

同参画基本計画」に基づき，性別に関係なく，互いの人権が尊重

される社会の実現を目指し，理解と関心を深めるよう広報・啓発

に努めるとともに，町の各種審議会等の委員への女性の登用にも

努めてまいります。 

 また，「配偶者暴力相談窓口」を設置し，関係機関と連携をと

り，被害者の支援に取り組んでまいります。 

 

 

 

「多文化共生社会の形成」につきましては，国籍にかかわらず，

すべての人々が暮らしやすいまちの実現を目指し，海田町国際交

流協会を支援するとともに連携を密にしながら，住民意識の啓発

や交流の促進を図ってまいります。 

また，外国人にとっても住みやすい環境づくりを進めるため，

日系人労働者生活相談員を配置し，各種情報の提供や生活相談体

男女共同参画社会の形成 

多文化共生社会の形成 
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制の確保を行ってまいります。  
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第３点目は，「健康で人にやさしい安心のまちをつくろう」で

ございます。 

 

 

 

「健康づくりの推進」につきましては，平成２４年度に新たに

策定した「健康かいた２１」に基づき，健康寿命の延伸，生活習

慣病の重症化予防，心の健康づくり，食生活改善などの事業を計

画的に実施することにより，住民の健康の増進を図ってまいりま

す。 

子どもの健やかな成長を支援していくため，生後４か月までの

赤ちゃんへの全戸訪問や幼児健診の未受診者訪問，出産や育児に

関する相談，健康教育などを行い，母親の育児不安の軽減や虐待

の早期発見に努めてまいります。 

発達障がいの傾向にある子どもに対しては，専門医師や心理士

による個別相談や幼児発達支援教室を実施するとともに，就学前

にアンケート調査を行い，就学に向けて適切な対応ができるよう

取り組んでまいります。 

３ 健康で人にやさしい安心のまちをつくろう 

健康づくりの推進 
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妊婦一般健康診査につきましては，１４回分の健診費用を公費

で負担することにより，経済的負担の軽減を図ってまいります。 

また，過酷な勤務環境にある産科医師に対する支援や不妊治療，

不育症治療費の助成を引き続き行ってまいります。 

次に，生活習慣病につきましては，個別勧奨を行うなど特定健

診の受診率の向上を目指すとともに，糖尿病予防教室，水中健康

教室，健診結果説明会などを通して生活習慣病の予防に取り組ん

でまいります。 

ふれあいウォーキングにつきましては，参加者の更なる拡充を

図る観点から，新たに，ウォーキング大会として関係団体と連携

して実施してまいります。 

また，「ワッショイ！かいた」の中で「健康・食育フェア」を

実施することにより，住民の健康増進や健全な食生活の普及啓発

に取り組んでまいります。 

がん検診につきましては，特定の年齢の方に子宮頸がん，乳が

ん，大腸がん検診の無料クーポン券に加え，新たにＨＰＶ検査項

目の拡充や乳がん検診の対象年齢の拡大を行ってまいります。 

胃がん検診につきましては，希望に応じてピロリ菌検査も行う

など検診項目の充実を図り，受診率の向上と早期発見・早期治療

につながるよう取り組んでまいります。 
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予防接種事業につきましては，定期予防接種や子宮頸がん・ヒ

ブ・小児用や７５歳以上の肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成を

行うとともに，新たに，おたふくかぜワクチンの接種助成を行い，

難聴などの合併症の予防に努めてまいります。 

自殺予防対策につきましては，支援が必要な方への個別対応や

相談を実施するとともに，自殺予防の啓発に努めてまいります。 

また，新たに，うつや認知症の予防に効果があるとされる睡眠

改善教室の実施や地域でメンタルヘルスの関心を高めるための

人材育成を行ってまいります。 

歯科保健につきましては，住民に身近ないきいきサロンなどへ

の出前教室を通して歯科指導を行うとともに，妊婦や節目年齢の

方への歯周疾患検診を実施し，生涯を通した歯の健康づくりを推

進してまいります。 

食育の推進につきましては，食を通して生涯にわたる健康づく

りが実践できるよう，学校，家庭，地域等と連携した食育推進体

制の整備を図り，食文化の再発見と伝承，食の安全など食生活の

重要性についての啓発に取り組んでまいります。 
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「豊かな高齢社会の形成」につきましては，「高齢者福祉計画」

に基づき，高齢者の方々が，元気でいきいきとした生活が送れる

よう，生きがい対策事業や日常生活支援事業の推進に取り組むと

ともに，高齢者の居場所づくりのため，自治会が実施するいきい

きサロンについて，開催状況に応じて支援してまいります。 

福祉センターにつきましては，引き続き，海田町社会福祉協議

会が指定管理者となり，管理運営を行ってまいります。また，指

定管理期間が平成２５年度をもって満了となることから，平成 

２６年度以降の指定管理については，これまでの管理運営状況を

踏まえ検討してまいります。 

次に，退職後の皆様がこれまで培った豊かな経験と知識を活か

し，活動的な高齢者として，地域へ貢献しながら豊かで健康的な

生活を送っていただけるよう，生きがい対策の拠点となる，シル

バー人材センターや老人クラブなどに対して，引き続き，支援を

行ってまいります。また，高齢者のふれあいや社会参加を推進す

るため，旧広島法務局海田出張所跡地の取得を前提に（仮称）海

田町シルバープラザとして活用するための改修設計を行ってま

いります。 

豊かな高齢社会の形成 
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「障がい者福祉の推進」につきましては，「障がい者基本計画」

に基づき，障がいの有無にかかわらず，すべての人が尊重し合い，

支え合う，やすらぎのある地域社会の実現を目指して，障がい児

支援の強化や総合的支援の整備に取り組んでまいります。 

新たに，これまでの障がい者の範囲に難病の患者も含め，障が

いの状況に応じた適切なサービスが受けられるよう支援してま

いります。 

障がい者の生活の充実を図るため，新たに，手話のできない難

聴者に対する要約筆記奉仕員の派遣や，身体障害者手帳を持たな

い難聴児に対する補聴器の購入費助成を行ってまいります。 

また，平成２５年度から権限移譲により身体障がい児の特定の

疾患に係る医療費を支給する育成医療費支給事業を実施すると

ともに，引き続き，障がい者に対する相談支援体制の確保や各種

手当の支給や医療費の助成にも取り組んでまいります。 

精神保健事業につきましては，引き続き，通院医療費助成を行

い，精神障がい者の方が安心して治療を受け，安定した生活がで

きるよう経済的負担の軽減を図るとともに，新たに，家族会を通

して，福祉サービスの支援や交流を深めるよう取り組んでまいり

障がい者福祉の推進 
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ます。 

次に，難病患者等支援事業につきましては，引き続き，日常生

活用具の給付事業を実施するとともに，新たに，小児慢性特定疾

患患者が治療のため県外の医療機関を受診する場合の交通費を

助成し，安心して療養生活が送れるよう支援してまいります。 

 

 

 

「地域福祉の推進と総合的なサービスの提供」につきまして 

は，引き続き，社会福祉協議会，民生委員等と連携し，地域に密

着した，人々にやさしいまちづくりの推進に努めてまいります。 

また，犯罪被害に遭われた被害者とその家族を支援する公益社

団法人「広島被害者支援センター」の活動に対し，引き続き，賛

助会員となり，被害者支援活動を財政面からサポートしてまいり

ます。 

生活保護費給付事業につきましては，生活困窮者の不安解消や

生活支援を図るとともに，必要に応じ，積極的に就労の支援を行

うなど，自立に向けて迅速で細やかな対応を行ってまいります。 

また，就労意欲のある離職者のうち，就労の基盤となる住居を

喪失するおそれのある方などに対しては，住宅手当の支給を行う

地域福祉の推進と総合的なサービスの提供 
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とともに，就労への支援を引き続き行ってまいります。 

 

 

 

「交通安全対策の推進」につきましては，交通安全施設の充実

に努めてまいります。また，交通事故のない安全なまちづくりを

進めるため，引き続き，交通安全についての意識啓発を推進する

とともに，海田町交通安全協会への活動支援を行ってまいります。 

 

 

 

「防犯対策の推進」につきましては，犯罪を未然に防ぐため，

「夜間防犯パトロール事業」を引き続き実施するとともに，防犯

意識の普及・推進のため，各種活動を展開している海田町防犯組

合連合会等の取り組みを支援してまいります。 

 

 

 

「消費者行政の推進」につきましては，悪質商法及びインター

ネットトラブルなどの被害が増加している現状に対応するため，

交通安全対策の推進 

防犯対策の推進 

消費者行政の推進 
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広報などによる情報提供や出前講座による啓発活動に努めてま

いります。 

また，引き続き，毎週木曜日に専門の相談員による相談窓口を

開設するなど，住民の相談に対応してまいります。 
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第４点目は，「環境にやさしく快適なまちをつくろう」でござ

います。 

 

 

「地球温暖化対策の推進」につきましては，公共施設へのみど

りのカーテン設置を引き続き実施するとともに，海田町地球温暖

化対策地域協議会と連携を図りながら，みどりのカーテンの地域

への定着を進めてまいります。 

この度，導入した電気自動車につきましては，近距離用の公用

車や屋外イベントでの外部電源として活用し，二酸化炭素排出軽

減の取り組みについてのアピールを進めてまいります。また，同

時にひまわりプラザに整備しております急速充電設備につきま

しても，利用の周知を図ることにより，電気自動車の普及に努め

てまいります。 

 

 

 

「環境保全と循環型社会の形成」につきましては，快適な都市

４ 環境にやさしく快適なまちをつくろう 

地球温暖化対策の推進 

環境保全と循環型社会の形成 
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環境，生活環境の保持・増進に向け，住民や事業者，関係団体等

と連携しながら，ごみの減量化やリサイクルなど３Ｒ運動を推進

し，ごみの適正な処理などに取り組んでまいります。  

 住民の皆様には，ごみに対する意識の向上とともに，環境問題

への啓発を行い，循環型社会を実現していくよう努めてまいりま

す。 

 また，環境センター焼却施設の跡地利用計画につきましては，

引き続き，研究してまいります。 

 

 

 

「住宅・住環境の整備」につきましては，「町営住宅長寿命化

計画」に基づき，全ての町営住宅を長寿命化してまいります。平

成２５年度につきましては，第一蟹原住宅の給水管・排水管等を

交換するための詳細設計を行ってまいります。 

私道整備補助事業につきましては，生活環境の向上と交通安全

を確保するため，一定の要件を満たす私道について，整備費用の

一部を補助してまいります。 

 

 

住宅・住環境の整備 
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「公園緑地の整備」につきましては，引き続き，身近な公園・

広場などの整備，維持管理に努めてまいります。 

海田総合公園につきましては，引き続き，指定管理により平成

２６年度まで管理運営を行ってまいります。施設整備につきまし

ては，テニスコートの人工芝の全面張替えやシャワー棟の新設等

を行ってまいります。 

 

 

 

「自然と文化が息づくうるおいのある環境づくり」につきまし

ては，貴重な自然を守りながら，引き続き，「ひろしまの森づく

り事業交付金」を活用し，森林，遊歩道の適切な維持管理と整備

に努めてまいります。平成２５年度につきましては，日ノ浦山遊

歩道の階段工や案内板等の改修を行ってまいります。 

 

公園緑地の整備 

自然と文化が息づくうるおいのある環境づくり 
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第５点目は，「都市基盤を整え生かすまちをつくろう」でござ

います。 

 

 

 

「拠点づくりと計画的な土地利用の推進」についてでございま

すが，広島市東部地区連続立体交差事業につきましては，広島県

及び広島市において事業の見直しの検討が進められております

が，町といたしましては，引き続き，現計画での事業の実施を強

く要望してまいります。 

 海田市駅南口土地区画整理事業につきましては，平成２４年 

１０月に仮換地指定を行いましたので，関係権利者と支障物件に

係る移転補償について協議を進め，契約の締結を行ってまいりま

す。 

 農地の保全につきましては，イノシシ等による農作物被害の増

加に対応し，住民の皆様の不安を取り除くため，引き続き，国の

鳥獣被害防止総合対策交付金事業を活用し，駆除活動などに対す

る支援の充実を図ってまいります。 

５ 都市基盤を整え生かすまちをつくろう 

拠点づくりと計画的な土地利用の推進 
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「災害に強いまちづくりの推進」につきましては，国及び県の

防災計画の修正に伴い，災害対策の指針となる「海田町地域防災

計画」を改定し，防災基盤の見直しを図ってまいります。 

また，全国瞬時警報システムによる緊急情報や，同報系防災行

政無線による災害情報など，各種情報の確実な伝達に努めてまい

ります。防災行政ラジオの有償配布も引き続き，進めてまいりま

す。 

災害時に援護を必要とされる皆様が，安全・確実に避難するこ

とができるよう，災害時要援護者支援体制の確立に努めてまいり

ます。 

消防団につきましては，常備消防である広島市消防局との連携

を図りながら，火災・災害対応力の充実強化を進めてまいります。 

河川修繕につきましては，引き続き，東二丁目地内の東桜木川

の修繕を進めるため，実施設計を行ってまいります。 

また，林道や急傾斜地を適正に管理し，安全で安心な環境にし

てまいります。 

住宅の耐震化につきましては，木造戸建住宅の耐震改修に係る

工事費用の一部を補助し，住宅の耐震化を促進してまいります。 

災害に強いまちづくりの推進 
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「交通網の整備」についてでございますが，都市計画道路の整

備につきましては，中店小学校線の用地買収を引き続き進めてま

いります。 

生活道路の整備につきましては，円滑で安全な通行を確保する

ため，畝二丁目地内の町道２号線歩道改修工事，蟹原二丁目地内

の町道６号線１工区整備工事，三迫二丁目地内の町道６号線２工

区整備工事，三迫三丁目地内の町道６号線バイパス整備工事を進

めてまいります。 

また，歩行者の安全確保を図るため，瀬野川東踏切の歩道改良

工事を行うとともに，町道２号線瀬野川西踏切整備事業について，

用地測量を行ってまいります。 

道路の修繕につきましては，損傷箇所の改善や安全確保のため，

日の出町地内の町道５号線，中店地内の町道１７号線，南本町地

内の町道３１４号線，月見町地内の町道２３１号線などの修繕工

事を実施してまいります。 

橋りょうの修繕につきましては，橋りょう長寿命化修繕計画に

基づき，三迫三丁目地内の的場橋修繕工事を実施してまいります。

また，日下橋の舗装修繕工事などを実施してまいります。 

交通網の整備 
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町内循環コミュニティバスにつきましては，広報などで普及啓

発に努めるとともに，引き続き，運行の安全と定時性を確保して

まいります。 
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第６点目は，「産業と働く人が元気なまちをつくろう」でござ

います。 

 

 

「雇用の場の確保」につきましては，雇用の安定と創出を図る

ため，関係機関との連携を図り，さまざまな情報を提供してまい

ります。 

また，平成２５年度も継続となる広島県緊急雇用対策基金を活

用し，引き続き，雇用の創出・提供を図ってまいります。 

 

 

 

「工業・商業の振興」につきましては，町内の商工業の持続的

発展を図るため，広島安芸商工会と連携して，経営指導体制の強

化及び経営の安定化を図ってまいります。 

また，中小企業融資制度預託金を増額し，中小企業の経営の安

定と維持発展に必要な資金供給の更なる円滑化を図ってまいり

ます。

６ 産業と働く人が元気なまちをつくろう 

雇用の場の確保 

工業・商業の振興 
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第７点目は，「参加と連携でまちづくりの推進力をつくろう」

でございます。 

 

 

 

「地域活動と協働のまちづくりの推進」につきましては，さま

ざまな団体が主体性と自主性をもって活動できる団体となるた

めに，必要な研修を実施するとともに，活動場所の提供や関連情

報の積極的な発信など，側面的な支援を行ってまいります。 

また，協働のまちづくりに関するフォーラムを開催し，住民の

意識の啓発に取り組んでまいります。 

更に，海田町自治会連合会が実施する事業を支援することで，

地域づくりの基礎となる自治会活動の活性化を図ってまいりま

す。 

また，役場庁舎ロビーにおいて議会のテレビ中継を引き続き実

施するなど，広報活動の一層の強化に取り組んでまいります。 

そのほか，町長のぶらり訪問やタウンミーティングなどを通し

て住民の皆様の生の声を町政運営に反映してまいります。 

７ 参加と連携でまちづくりの推進力をつくろう 

地域活動と協働のまちづくりの推進 
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「交流と定住・居住の促進」につきましては，「住んでよかっ

た」「住み続けたい」と思っていただけるよう，第４次海田町総

合計画に基づく事業を着実に進め，魅力あるまちづくりに取り組

むとともに，積極的に情報提供してまいります。 

また，交流・定住施策について，引き続き，調査・研究を行っ

てまいります。 

 

 

 

 

「地方分権に対応した基礎自治体としての基盤整備と広域

的な連携」につきましては，広域的な課題などの解決に向けて，

関係市町との交流を深めるとともに，国・県等関係機関との連携

強化を図ってまいります。 

住民の皆様の利便性の向上を図るため，引き続き，海田東公民

館で証明書の発行を行うとともに，新たに，毎月第２土曜日に役

場住民課の窓口を開き，住民票等の証明書の交付を行ってまいり

ます。 

交流と定住・居住の促進 

地方分権に対応した 

基礎自治体としての基盤整備と広域的な連携 
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今後とも，より一層行政サービスの充実に努めてまいります。 

次に，戸籍の管理につきましては，戸籍システムを改修し，法

務局との戸籍の副本の連携を行い，災害による滅失の防止に取り

組んでまいります。 

次に，役場庁舎につきましては，障がい者等に対応した多目的

トイレを整備するとともに，老朽化した施設・設備の改修を行っ

てまいります。 

町税等の収納対策につきましては，景気の低迷が続く厳しい状

況の中で新たな滞納を発生させないよう，納税相談を継続的に実

施してまいります。 

また，引き続き，文書や電話による催告の実施により，払い忘

れの方に注意を喚起してまいります。 

なお，個人住民税につきましては，平成２４年度から開始の特

別徴収の完全実施へ向けた取り組みを継続させ，税収確保に努め

てまいります。 

納付方法につきましては，引き続き，コンビニ納付，口座振替

納付の推奨などを通して，納税者の利便性の向上に努めるととも

に，収納率の向上を図ってまいります。 
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第８点目は，「特別会計」でございます。 

 

 

 

「公共下水道事業特別会計」につきましては，雨水施設及び汚

水施設の整備を引き続き進めてまいります。 

雨水施設につきましては，曽田・国信一丁目・寺迫二丁目地区

の浸水解消を図るため，雨水貯留管の整備を引き続き行います。  

 汚水施設につきましては，海田中央第６処理分区の三迫二丁目

地区及び海田東第１処理分区の東一丁目，東二丁目，三迫二丁目

地区の幹線と面整備を進めてまいります。 

 これにより整備面積は，約４５１ヘクタール，処理人口は，      

約２７，０５０人となり，全体面積の７３．７％が整備され，人

口普及率は９３．６％になる予定でございます。 

 

 

   

「国民健康保険特別会計」につきましては，平成２４年度収支

８ 特別会計 

公共下水道事業特別会計 

国民健康保険特別会計 
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状況を踏まえ，財源の不足が見込まれるため，収支不足補てん分

の一般会計繰入金を計上することといたしました。 

今後とも，安定した保険税収の確保のため，引き続き，口座振

替納付やコンビニ納付の促進を図るとともに，納税相談や電話に

よる催告を継続的に実施するなど，なお一層の収納率向上に努め

てまいります。 

また，引き続き，医療費の適正化を推進するため，保健師によ

る頻回受診者等への訪問指導やジェネリック医薬品の利用促進

に努めてまいります。 

次に，住民の健康の保持・増進を図るため，引き続き，生活習

慣病対策として，特定健康診査の受診率向上や保健指導の効果的

な実施に努めてまいります。また，栄養指導や運動教室などの「健

康づくり事業」を引き続き実施してまいります。 

 

 

 

「介護保険特別会計」につきましては，第５期介護保険事業計

画に基づき，介護予防事業や訪問による介護相談事業に取り組む

とともに，認知症を正しく理解していただくための講座の開催や，

徘徊・見守りＳＯＳネットワーク事業により，見守り体制の強化

介護保険特別会計 
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を図ってまいります。 

また，要介護認定の適正化やケアプラン点検事業などの介護給

付適正化事業を実施するとともに，保険給付の管理及び介護保険

料の賦課徴収事務などの適正化と効率化を図り，健全な保険財政

の運営に努めてまいります。 

 

 

 

「後期高齢者医療特別会計」につきましては，運営主体の広島

県後期高齢者医療広域連合と連携し，高齢者の皆様が安心して医

療を受けられるよう，制度の円滑な運営に努めてまいります。 

 

 

 

 

「水道事業会計」につきましては，安全でおいしい水を安定的

に供給するため，引き続き，水道施設の更新や長寿命化を図ると

ともに，災害対策の推進に努めてまいります。 

水道管につきましては，更新時期を迎えた配水管を，順次耐震

管に更新してまいります。 

水道事業会計 

 

 

後期高齢者医療特別会計 
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耐震２次診断の結果を受け，平成２４年度に実施設計を行った

石原配水池の耐震化を図ることにより，災害時の飲料水等を確保

するため，２か年に渡り改修工事を行います。また，他の水道施

設につきましても，計画的に施設整備を行うための計画策定に着

手してまいります。 

これまで主に町の行事などで無料配布してきたペットボトル

「海田の水」を平成２５年度から有料化し，誰もが購入できるよ

う町内で販売することにより，広く海田町と水道水のおいしさを

ＰＲしてまいります。 

 

以上，それぞれの会計における，その概要をご説明申し上げま

したが，これらの諸施策，諸事業を推進するために，職員を督励

し，効率的な行財政運営に努め，町政発展に邁進する所存でござ

います。 


